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第５章 ２００３年末から東武鉄道が貫通路構造の欠陥をなくすため（？）

の車両改造工事を開始、一方でこの欠陥構造を悪用した列車乗務

員の乗務中の喫煙問題が発覚

２００４年１月４日（日曜日）、私用で群馬県に出かけた帰りに乗った東武伊勢崎線の

列車（伊勢崎１９時２９分発準急浅草ゆき第２３５４列車）で問題の貫通路構造をチェッ

クしていたところ、一部の車両（モハ８５４７号車、モハ８５５６号車ほか）で仕切り扉

の施錠と遮光幕の操作を防止する対策が講じられているのを発見しました。

仕切り扉の施錠防止については錠受け穴をふさぐ板を横にスライドさせる装置を、また

遮光幕についてはこれを巻き上げた状態でロックする留め金具を、それぞれ取り付けたも

のです（１１９ページの写真を参照）。また、東上線の一部車両では遮光幕を巻き上げた

状態で、ビニールのストラップで固定した車両も走り始めていることが報告されています。

これにより、業務用の鍵を使わないと、これらを解除して施錠や幕下げを行うことは難

しくなりました。もっとも、どちらもネジで取り付けた簡易なものなので、乗客がドライ

バーを持ち込んでこれらを取り外してしまうことまでは防げそうにありませんが、そこま

でする乗客が出てくる可能性はかなり低いと思われます。

ただ問題なのは、このような装置を取り付けても、車両を連結する作業のときに、作業

員がそれを本来あるべき状態にセットするのを忘れ、扉の施錠や遮光幕操作ができてしま

う状態のままで運転されている列車が、しばしば見られることです（１２０ページの写真

１７・１８を参照）。しかし、このことを東武鉄道に指摘したとしても、東武鉄道は連結

作業員に責任を転嫁し、問題の根本である車両構造の欠陥を除去する対策を怠り続けてい

る管理者責任を否定するに違いないであろうことは、これまでの東武鉄道の対応の仕方か

ら容易に想像がつきます。

加えて、仕切り扉自体も相変わらず存置されており、その窓ガラスの大きさも従来のま

ま（床面から窓ガラスの下縁までの高さを巻尺で測ってみたところ、１０３．５センチメ

ートル（６０５０系・１００００系）～１０５センチメートル（５０００系・８０００

系・３００００系））であることから、その近くに立たない限り貫通路の中の様子を窺い

知ることができない、つまり貫通路の近くの座席に座っていても、または乗降ドアひとつ

分くらい離れたところに立っていると、そこからは貫通路内がよく見えないという状態に

ついては、まったく変わっていません。このため、立ち客のいない空いた列車では、通り

抜けを装った乗客によって、この貫通路内でテロ工作などの犯罪が行われても誰も気づか

ないという危険性が引き続き残されており、完全な対策とは言えません。それでも、この

対策によって、この貫通路内での迷惑喫煙、およびそれを原因とする暴力事件の発生など

の未然防止については、一定の効果が期待できるものと思われます。

この改造工事は、２００４年２月２９日現在、８０００系車両と６０５０系車両のそれ

ぞれ一部で施工されていることを確認しています。車庫でも施工できそうな簡単なものな

ので、１００００系車両などにも今後急速に施工が進むものと予想されます。ただし、老

朽廃車が進んでいる５０００系車両については、施工されない可能性も考えられます。ま

た、半蔵門線乗り入れ用３００００系車両については、２００３年３月１９日時点の状態

のままで、幕下げ防止器の欠陥（１５ページの写真９、および６６ページの２０～２３行

目を参照）の改良が行われている様子は見られません。

東武鉄道がこれらの改造を施工したのが、私の通報をもとに国土交通省から事実確認の
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照会を受けたり（５８ページを参照）、警視庁から事情聴取を受けたり（６７ページの１

２～１７行目を参照）、この問題が『鉄道ジャーナル』誌で取り上げられたり（８６ペー

ジ（下から６行目）～８７ページを参照）したことの影響かどうかは、確かめようがあり

ません。しかし、私のこれら一連の関係各所への働きかけの結果かけられた東武鉄道への

“外圧”がなければ、東武鉄道が今回の対応を行わなかったであろうことは、私がそれま

で２０年以上にわたり直接東武鉄道に対応を求め続けていたにもかかわらず、東武鉄道が

それに応じてこなかったという不作為の事実から、容易に想像ができます。ですから、私

の今回の行動によって、東武鉄道がようやく一定の対応をせざるを得なくさせることがで

きたことについては、とりあえず喜ぶべきなのかもしれません。

しかし、私はこのことを素直に喜ぶことができません。なぜなら、このような改造工事

を開始したことについての東武鉄道からの報告がないことや、この問題への対応をこれま

で長年にわたり怠り続けたことによって私に精神的苦痛という二次被害を強要し続けてき

たことについて、反省や謝罪の意思表示をしてほしいと私が質問状（１２３ページ上段１

６行目～１２４ページ上段１４行目を参照）で求めても、東武鉄道は回答書（１３２ペー

ジに掲載）でこれを無視、すなわち謝罪を拒絶したからです。

東武鉄道がこのような改造工事を開始したのは、私が長年指摘し続けてきた、車両構造

に欠陥が存在するという事実を、事実として認めたからにほかなりません。もしそうでな

いのなら、今になってこのような改造工事に着手する理由など、他にあり得ないからです。

つまりこのことは、東武鉄道は自身では自らの非を認めた一方で、それによる被害者や社

会への謝罪をしない、すなわち対外的には自らの非を公式に認めることをしないまま、こ

の問題への幕引きをしようと考えていることを意味しています。このような、「悪いこと

をしても（したと気づいても）謝らない」という、人間社会で当然のルールと被害者感情

とを無視した卑劣な決着のつけかたをしようとしている東武鉄道の姿勢を見せつけられた

ことで、私は精神的苦痛という二次被害をさらに大きくさせられた思いがしています。

私が指摘し続けてきたこれら一連の問題とは別に、２００３年暮れに東武日光線の快速

列車に乗り合わせた男性から、車掌が乗務中に運転席で喫煙している場面に遭遇したとい

う情報が寄せられました。

この情報提供者によると、たばこの臭いを感じて不審に思い、車内を一巡して最後に乗

務員室の様子を見に行ったところ、問題の車掌は貫通路を設置するときに運転席と貫通路

との仕切り壁として使用される開き戸をその必要がない乗務中に閉め、さらにこの扉にも

取り付けられている遮光幕を下げて、運転席を目隠しされた完全な個室状態にしていたそ

うです。そして、この男性が乗務員室をノックして車掌が出てきたときに、乗務員室から

強烈なたばこの臭いがしたということです。ところが、この男性が東武鉄道の本社に抗議

の手紙を出したところ、東武鉄道は「当該列車の車掌に事情を聞くなど調査をしたが、喫

煙があった事実は確認できなかった」と回答してきたということでした。

私はこの情報提供を受けて、この話が事実なら貫通路部分だけでなく運転席部分の床に

も、たばこを踏み消したときにできた焼け焦げ跡が残っているのではないかと考え、調査

をしてみました。すると予想通り、運転席の床に焼け焦げ跡が残っている車両を発見しま

した（一例を１２０ページに写真１９として掲載）。これは東武鉄道の運転士および車掌

が日常的に喫煙しながら乗務している事実があることの、動かぬ証拠であると言えます。

この事実が示す問題点としては、以下の４点を指摘できます。

第一に、乗務員が乗客に対して受動喫煙ひいてはこれに起因する健康被害を強要すると
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いう傷害的行為を行っていることです。

第二に、利用者には終日全線での車内禁煙を呼びかけている一方で、乗務員が乗務中に

喫煙していれば、当然一部の乗客に「乗務員が喫煙していいなら乗客だけが禁煙を守る必

要などないではないか」と考えさせ、車内喫煙を誘発することになります。そうなれば、

それを注意した別の乗客とトラブルになり、かつて私が被害に遭ったのと同様の暴力事件

が再発することにさえなりかねません。つまり、乗務員自らが列車内の秩序と治安を悪化

させる原因を作っていることになります。これは明らかに、鉄道係員職制（昭和６２（１

９８７）年３月２日運輸省令第１３号）第１１条「車掌は、車掌区長の命を受け、列車の

運転取り扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車内の秩序保持の業務に従事する。」に違反す

る行為であると言えます。

第三に、喫煙しているのが運転士である場合、喫煙のためにハンドルから手を放す瞬間

が頻発していることになり、何かあったときにブレーキ操作が間に合わなくなるという運

転事故の温床にもなりかねないという点です。

鉄道車両の運転では、一般に左手で主幹制御器（自動車のアクセルに相当）を、右手で

ブレーキ弁を操作します。（ただし最近の新形式車両では両者を一体化して片手で操作で

きるものが主流となりつつあり、東武鉄道では地下鉄半蔵門線乗り入れ用３００００系車

両がこれに該当します。）ところが、連続急勾配区間がある山岳線区で運用される車両で

は、主幹制御器に抑速ブレーキ（自動車のエンジンブレーキに相当）機能を付加したもの

が多く、東武鉄道では日光線快速列車用６０５０系車両と特急「スペーシア」用１００系

車両がこれに該当します。このような車両で長い下り坂を走行するときには、両手のブレ

ーキを同時に操作しながら運転する必要が生じます。もしもこのときに喫煙していれば、

少なくともどちらかのブレーキを操作できない瞬間が頻繁に発生していることになります。

このような運転は、乗客の生命を預かる立場としての自覚に欠ける、言語道断の行為であ

ると言わなければなりません。

そして最大の問題は、ここで指摘した様々な問題の温床となっている車両構造の欠陥に

ついて、東武鉄道が私への回答書（１３２ページに掲載）で欠陥構造の根本的改善を約束

しない、すなわち事実上今後もこれを放置し続けると宣言したに等しいことです。つまり

東武鉄道は、この欠陥構造を悪用して喫煙する（乗客だけでなく）乗務員に問題の責任を

転嫁する一方で、この欠陥構造を事実上放置することを通して、これを悪用して喫煙しよ

うとする乗務員に対して今後も便宜を与え続ける、すなわち今後も乗務員の喫煙を幇助し

続けるということを意味しています。このことは、東武鉄道が、

①利用者が乗務員からの受動喫煙によって強制的に健康を損なわされる被害

②利用者同士のトラブルを原因とする暴力事件に巻き込まれてしまう被害

③利用者が危険運転に伴う事故に巻き込まれて死なされたり負傷させられてしまう被害

などについて、これらの未然防止ができなくても、つまり発生してしまってもやむを得な

いという、いわゆる未必の故意もしくは未必の殺意に基づいて、確信犯的に事件や事故の

発生に加担しているという意味でもあります。

このような東武鉄道の姿勢が、鉄道営業法第２５条（１８１ページを参照）で罰則を定

める「鉄道係員職務上の義務に違背し又は職務を怠り旅客若しくは公衆に危害を醸すおそ

れのある所為」に該当するものであることは明白です。同時に、このような事件や事故の

温床となっている、車両構造の欠陥が存在する事実を認識していながら、これを改めよう

とせず故意に放置し続けるという東武鉄道の不作為は、これらの事件や事故を発生させて

しまうことの予備（準備行為）であると言っても、決して過言ではないでしょう。


